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許可の年月日 令和5年
許可の有効年月日• 令和10年
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事業の範囲（積替え又は保管行為を除く6• ) よ
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燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、底プラスチック類、紙くず、木くず、、繊維くず、
植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくす ・コンクリートくず及び陶磁器くす、鉱さい、
"れき類、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの 以上17種類
（これらのうち石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物を含む。水銀含有ばいじん

等を含む。廃プラスチック類、金属くず並びにガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、
自動車等破砕物を除く 以下余白）
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積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管
を行う産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を
含む。）、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ* ＊ * ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊定＊＊，．
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・つ 仏1/l) ， 
この用祇には、不正防止処 を施してあります。




